
物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

複合機（カラー）の保守
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
富士ゼロックス株式会社
東京都港区六本木３－１－１

3010401026805

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 11,122,146 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

宮内庁情報ネットワークシステ
ム機器　再賃貸借

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社ＪＥＣＣ
東京都千代田区丸の内３－４
－１

2010001033475

宮内庁情報ネットワークシ
ステム機器は，当初の借入
期間満了後も支障なく稼働
していることから，再借入
を検討し調査を行った結
果，明らかに市場価格より
も低価格で同者から借入で
きることが判明したため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,804,659 2,804,659 100.0% -

宮内庁情報ネットワークシステ
ム機器保守運用業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

日鉄ソリューションズ株式会
社
東京都中央区新川２－２０－
１５

9010001045803

本業務は，管理に必要な機
器の設定やネットワーク構
成に係る知識及び技能を有
し，細部にわたる不具合の
調整等に際し，迅速な障害
の復旧及び管理を行い，常
時最適な環境を継続的に維
持する必要があることか
ら，当該システムを構築し
た同者のみが本業務に必要
な情報を熟知している唯一
の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

19,664,604 19,664,604 100.0% -

正倉院宝物公開管理システム保
守運用業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

日鉄ソリューションズ株式会
社
東京都中央区新川２－２０－
１５

9010001045803

本業務は，管理に必要な機
器の設定やネットワーク構
成に係る知識及び技能を有
し，細部にわたる不具合の
調整等に際し，迅速な障害
の復旧及び管理を行い，常
時最適な環境を継続的に維
持する必要があることか
ら，当該システムを構築し
た同者のみが本業務に必要
な情報を熟知している唯一
の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

5,094,793 5,094,793 100.0% -

行財政情報サービス「ｉ ＪＡＭ
Ｐ」利用料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社時事通信社
東京都中央区銀座５－１５－
８

7010001018703

行財政情報サービス「ｉ
ＪＡＭＰ」の提供は，当該
者のみが行っているため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,308,000 1,308,000 100.0% -

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

美術工芸品の写真撮影業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社インフォマージュ
東京都中央区勝どき２－１８
－１

4010001121253

入札を実施したが，落札者
となるべき者がいなかった
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条の２）

（非公表） 3,985,200 - -

「小栗判官絵巻」保存修理
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社岡墨光堂
京都府京都市中京区富小路通
三条上る

7130001020168

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

41,376,566 41,376,566 100.0% -

磁気共鳴断層撮影装置及び超音
波診断装置の借入

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

キヤノンメディカルファイナ
ンス株式会社
東京都中央区日本橋人形町２
－１４－１０

3010001005457

当初の借入期間満了後も
各々の装置は支障なく稼働
していることから，再借入
を検討し調査を行った結
果，明らかに市場価格より
も低価格で同者から借入で
きることが判明したため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,054,800 1,054,800 100.0% -

磁気共鳴断層撮影装置保守
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

キヤノンメディカルファイナ
ンス株式会社
東京都中央区日本橋人形町２
－１４－１０

3010001005457

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

4,803,840 4,803,840 100.0% -

超音波診断装置保守
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

キヤノンメディカルファイナ
ンス株式会社
東京都中央区日本橋人形町２
－１４－１０

3010001005457

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,962,000 1,962,000 100.0% -

賀状及び賀状用封筒の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
独立行政法人国立印刷局
東京都港区虎ノ門２－２－５

6010405003434

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

4,328,225 4,328,225 100.0% -

宮内庁における郵便の業務（信
書に係るものであって料金を後
納にするもの）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
日本郵便株式会社銀座局
東京都中央区銀座８－２０－
２６

1010001112577

郵便法又は民間事業者によ
る信書の送達に関する法律
に規定する郵便及び信書の
送達が可能な事業者は,郵
便事業株式会社しかなく競
争を許さないため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,693,168 2,693,168 100.0% -

単価契約
（契約金
額は郵便
約款によ
る予定総

額）



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

新聞（朝日新聞ほか）の購入
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
丸の内新聞株式会社
東京都千代田区内幸町１－７
－１０

1010005001594

本件は各新聞社が発行する
新聞の購入に関する契約で
あるところ，新聞の購入に
ついては「私的独占の禁止
及び公正取引の確保に関す
る法律（昭和２２年法律第
５４号）」に基づき、「新
聞業における特定の不公正
な取引方法（平成１１年公
正取引委員会告示第９
号）」において，新聞の値
引きの禁止などが定められ
ており価格面での競争の余
地がない状況がある。ま
た，新聞の納入者は地区ご
とに決められており，宮内
庁（千代田地区）の場合，
丸の内新聞株式会社に限定
されるため。（会計法第２
９条の３第４項）

5,053,956 5,053,956 100.0% -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

テレビ放送受信料
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
日本放送協会
東京都渋谷区神南２－２－１

8011005000968

当該テレビ放送は，同協会
においてのみ提供されてい
るものであり，放送法第３
２条第１項の規定により支
払い義務があるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,578,300 2,578,300 100.0% -

株式会社花慶
東京都千代田区岩本町１－９
－２

6010001054195 -

株式会社日比谷花壇
東京都千代田区内幸町１－１
－１

8010001027100 -

撮影料（補助を含む）
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
佐々木　博司
東京都千代田区神田駿河台２
－５ＢＳ１１ビル

-

当庁が求める業務履行能力
等の要求事項を満たし，
「嘱託カメラマン」の委託
を受けている者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 1,539,000 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

（非公表） 4,646,237平成31年4月1日

諸儀式等に使用される生け
花は高水準のものでなくて
はならず，また調達数量が
多くなる場合にも，迅速か
つ的確に応えられる業者で
あることが不可欠なため。
（会計法第２９条の３第４
項）

-

単価契約
（契約金
額は２社
合計の予
定総額）

宮殿装飾用「生け花」
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

撮影料（補助を含む）及び写真
現像処理料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
天沼　儀朗
東京都千代田区丸の内２－７
－２ＪＰタワー

-

当庁が求める業務履行能力
等の要求事項を満たし，
「嘱託カメラマン」の委託
を受けている者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 3,439,000 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

撮影料（補助を含む）及び写真
現像処理料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
鈴木　達弥
東京都千代田区丸の内２－７
－２ＪＰタワー

-

当庁が求める業務履行能力
等の要求事項を満たし，
「嘱託カメラマン」の委託
を受けている者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 3,515,000 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

撮影料（補助を含む）及び写真
現像処理料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
平井　亮
東京都千代田区丸の内２－７
－２ＪＰタワー

-

当庁が求める業務履行能力
等の要求事項を満たし，
「嘱託カメラマン」の委託
を受けている者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 3,572,000 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

撮影料（補助を含む）及び写真
現像処理料

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
眞下　裕司
東京都千代田区丸の内２－７
－２ＪＰタワー

-

当庁が求める業務履行能力
等の要求事項を満たし，
「嘱託カメラマン」の委託
を受けている者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 1,900,000 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

宮殿特高受変電設備その他点検
保守

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

東芝インフラシステムズ株式
会社電機サービスセンター
東京都新宿区西新宿六丁目２
４番地１号

2011101014084

当該設備は，製造者の設計
による独自性の高い設備で
あるため，機器を設計・製
造した当該者以外に点検保
守を任せた場合，同設備に
著しい支障が生じる恐れが
あるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 10,230,000 - -

宮殿ほか空調用自動制御装置点
検保守

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
アズビル株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目
７番３号

9010001096367

当該設備は，当庁の運転監
視環境に合わせて設計され
た独自性の高い設備であ
り，設計・製造した当該者
以外に点検保守を任せた場
合，空調・熱源設備が正常
に動作しない等，同設備の
運転に著しい支障が生じる
恐れがあるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 13,750,000 - -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

那須御用邸・御料牧場機械設備
その他点検保守

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社三和電気工業所
栃木県大田原市中央２丁目１
５－５

3060001012804

入札を実施したが，落札者
となるべき者がいなかった
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条の２)

（非公表） 14,740,000 - -

武蔵陵墓地仮設用施設機械設備
の保守点検ほか業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社宮本工業所
富山県富山市奥田新町１２番
３号

8230001003186

当該設備は，独自性の高い
設備であり，製造した当該
者以外に点検保守を任せた
場合，設備が正常に動作し
ない等，同設備の運転に著
しい支障が生じる恐れがあ
るため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 4,510,000 - -

須崎御用邸温泉需給
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
下田温泉株式会社
静岡県下田市西本郷一丁目７
番１７号

4080101014490

須崎御用邸が所在する地域
における温泉供給の業務
は，当該者のみが行ってい
るため。
（会計法第２９条の３第４
項）

3,017,148 3,017,148 100.0% -

ＪＣＩＳ及びコリンズ･テクリス
Ｗｅｂ版検索システムの利用

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

一般社団法人日本建設情報総
合センター
東京都港区赤坂７丁目１０番
２０号アカサカセブンスア
ヴェニュービル

4010405010556

「CORINS」，「TECRIS」及
び「JCIS」各情報サービス
の提供は，当該者のみが
行っているため。
（会計法第２９条の３第４
項）

3,630,857 3,630,857 100.0% -

皇居東御苑苑路ほか清掃
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
栄進広報株式会社
東京都足立区中央本町３－１
６－１９

1011801006274

緊急の必要により競争に付
すことができないため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 944,602 - -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

株式会社東邦サービス
埼玉県戸田市本町１－３－３
－２０４

7030001022959 -

株式会社西東京スタッフ
東京都西東京市南町４－４－
２－３０３

1012701002363 -

盛花ほか
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社花慶
東京都千代田区岩本町１－９
－２

6010001054195

年間を通じて花材の「質，
数量，種類」確保及び会場
のふさわしい装飾を整える
ため，生け方等について
も，宮中招宴行事の性格を
踏まえた要求に対し最適な
対応が求められる。同社
は，戦前から宮中招宴行事
に花材の装飾を供給し，盛
花ほかの装飾において信任
を構築している。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 4,531,394 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

中形菊焼残月の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日
株式会社虎屋
東京都港区赤坂４―９―２２

2010401020081

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 4,815,936 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

正倉院東西宝庫ほか空調及び衛
生設備保守業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月1日
第一工業株式会社大阪支店
大阪市淀川区西宮原二丁目１
番３号

4010001034620

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 9,680,000 - -

Ｘ線分析装置保守業務
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月1日

スペクトリス株式会社マル
バーン・パナリティカル
事業部
大阪市淀川区宮原５丁目１番
１８号新大阪サンアールセン
タービル

3010001020497

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 2,332,000 - -

宮中諸宴，園遊会並びに儀式等
の配膳業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月1日

職員の配膳業務と連携する
必要があるため，個々の配
膳知識，技術等及び組織体
としての対応能力の高さが
求められる。二社は昭和40
年代から宮中諸宴等におけ
る配膳業務に携わり，業務
経験を社内研修で共有・継
承することで，安定的かつ
継続的な業務履行を実現す
ることにより宮内庁の信任
を備えている。二社から派
遣される配膳人を欠くこと
は宮中諸宴等の配膳に支障
を及ぼすことになるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 14,881,099 -

単価契約
（契約金
額は２社
合計の予
定総額）



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

電子顕微鏡装置保守業務
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月1日
日本電子株式会社大阪支店
大阪市淀川区西中島５－１４
－５ニッセイ新大阪南口ビル

9012801002438

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 1,357,400 - -

仙洞御所ほか管理補助業務
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

平成31年4月1日
公益財団法人菊葉文化協会
東京都千代田区千代田１－１

8010005018566

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 18,004,312 - - 公財 国所管 1

単価契約
（契約金
額は年間
予定総
額）

プロパンガス
分任支出負担行為担当官
宮内庁御料牧場長　元村　聡
栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢６０２０

平成31年4月1日
烏山通運株式会社
栃木県那須烏山市金井２丁目
２０番１０号

4060001008033

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 1,589,693 - -

単価契約
（契約金
額は年間
予定総
額）

産業廃棄物（動物性残渣・動物
死体）収集・運搬業務委託

分任支出負担行為担当官
宮内庁御料牧場長　元村　聡
栃木県塩谷郡高根沢町大字上高根沢６０２０

平成31年4月1日
富士化学株式会社
東京都西多摩郡瑞穂町二本木
字東樽ノ口４３３－２

8013101001503

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 1,296,000 - -

単価契約
（契約金
額は年間
予定総
額）

平成３１年春季皇居乾通り一般
公開案内等第２回業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月3日
株式会社日本旅行
東京都中央区日本橋１－１９
－１

1010401023408

当該者は，「平成３１年春
季皇居乾通り一般公開案内
等業務」を履行中であるた
め，競争に付することが不
利でありかつ緊急の必要に
より競争に付すことができ
ないため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,710,720 1,710,720 100.0% -

御即位に伴う一般参賀につき風
防室布設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月4日

株式会社ＬＩＸＩＬリニュー
アル関東支店
東京都台東区東上野６－９－
３

8011801024798

当該者は，本業務の布設対
象となるサッシを製造した
メーカーであり，風防室の
構造，組立方法，取扱い方
法，現場状況等を十分熟知
し，本業務を短期間で安全
かつ確実に実施することの
できる唯一の業者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 5,346,000 - -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

御即位に伴う一般参賀につき天
幕その他布設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月4日
株式会社ムラヤマ
東京都江東区豊洲３丁目２番
２４号

5010001007765

当該者は，本業務の布設対
象となる天幕や大型映像設
備の受注実績を持ち，短期
間で業務を安全かつ確実に
実施することのできる唯一
の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 24,840,000 - -

御紋付台付水呑コップほかの製
造

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月4日
カガミクリスタル株式会社
茨城県龍ケ崎市向陽台４丁目
５番地

2050001025188

当該者以外に履行可能な者
の有無を確認するため公募
を実施したところ，応募者
がいなかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

4,913,136 4,913,136 100.0% -

退位礼正殿の儀ほか御立台白布
布設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月5日
株式会社高野
東京都千代田区神田須田町１
丁目２６番地

2010001021496

当該者は，本業務と同種業
務の受注実績を持ち，短期
間で業務を安全かつ確実に
実施することのできる唯一
の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,097,064 1,097,064 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月8日

東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅１
－１－４　ＪＲセントラルタ
ワーズ

3180001031569

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

1,526,720 1,526,720 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月24日

東武トップツアーズ株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５
－２５　西新宿プライムスク
エア１６階

4013201004021

本件皇族御旅行（非公式）
については，関係者が皇族
殿下を始めとする御一行の
旅行諸手配を同社に一括依
頼しており，当庁から随従
する職員の航空機座席等に
ついても，常にお側にお仕
えするために必要な座席等
の確保ができるのは同社の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

4,331,350 4,331,350 100.0% -

旛の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月25日
株式会社龍村美術織物
東京都中央区京橋２－８－１

9130001021544

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

6,998,400 6,998,400 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

武蔵陵墓地隣接地池清掃
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

平成31年4月26日
東新緑地株式会社
東京都八王子市犬目町１０２
５番地１

2010101002669

当該者は，公園管理者とし
ての指定を受け，かつ，当
該公園の維持管理の実績が
あり，短期間で業務を安全
かつ確実に実施することの
できる唯一の業者であるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

4,957,200 4,957,200 100.0% -

「竹粟に鶉雀図」保存修理
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月7日
株式会社岡墨光堂
京都府京都市中京区富小路通
三条上る

7130001020168

本件は，企画競争を業者選
定の基準に基づき行った結
果，当該事業者の企画書が
当庁にとって最善のものと
判定されたため。
（会計法第２９条の３第４
項）

5,305,914 5,305,914 100.0% -

「百鳥図」保存修理
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月7日
株式会社岡墨光堂
京都府京都市中京区富小路通
三条上る

7130001020168

本件は，企画競争を業者選
定の基準に基づき行った結
果，当該事業者の企画書が
当庁にとって最善のものと
判定されたため。
（会計法第２９条の３第４
項）

9,450,832 9,450,832 100.0% -

儀式用具の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月7日
株式会社岡墨光堂
京都府京都市中京区富小路通
三条上る

7130001020168

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

34,549,350 34,549,350 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月13日

東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅１
－１－４　ＪＲセントラルタ
ワーズ

3180001031569

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

939,520 939,520 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

日個連東京都営業共同組合
東京都豊島区南大塚１－２－
１２

2013305000538 -

東京四社営業委員会
東京都中央区日本橋本町４－
１５－１１

1010001129530 -

東京都個人タクシー協同組合
東京都中野区弥生町５－６－
６

6011205000092 -

宮内庁統合ネットワーク回線･機
器に係る供給(設計･構築,テス
ト,移行,運用等)業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月22日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社
東京都千代田区大手町二丁目
３番１号

7010001064648

入札を実施したが，落札者
となるべき者がいなかった
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条の２)

379,473,600 378,972,000 99.9% -

繒服入目籠・麁服入目籠及び御
葛筥の製造

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月3日
田辺　健雄
大阪府堺市堺区北田出井町３
－２－２８

-

当該者は，竹細工に造詣が
深く経験も豊富であり，技
術的な面でも調達物品の具
現化の要望に添える唯一の
者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

8,030,000 8,030,000 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月3日

株式会社ＪＴＢ虎ノ門第一事
業部
東京都千代田区霞が関３－２
－５霞が関ビルディング１２
階

8010701012863

本件皇族御訪問について
は,御日程確定後,緊急に座
席の確保をする必要がある
ため。
（会計法第２９条の３第４
項）

38,025,353 38,025,353 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月7日

東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅１
－１－４ＪＲセントラルタ
ワーズ

3180001031569

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

2,093,280 2,093,280 100.0% -

-
一般乗用旅客自動車（タク
シー）の供給

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年5月22日

公募に対して応募のあった
認可料金による運送業であ
るため。
（会計法第２９条の３第５
項及び予算決算及び会計令
第９９条第８号）

- 認可料金



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月17日

株式会社ＪＴＢ虎ノ門第一事
業部
東京都千代田区霞が関３－２
－５霞が関ビルディング１２
階

8010701012863

本件皇族御訪問について
は,御日程確定後,緊急に座
席の確保をする必要がある
ため。
（会計法第２９条の３第４
項）

28,066,050 28,066,050 100.0% -

インターネット接続回線サービ
ス

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月21日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社
東京都千代田区大手町二丁目
３番１号

7010001064648

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

3,324,006 3,324,006 100.0% -

高濃度ポリ塩化ビフェ二エル
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　鈴木　恭人
東京都千代田区千代田１－１

令和元年6月24日

中間貯蔵・環境安全事業株式
会社
東京都港区芝１丁目７番１７
号

2010401053420

高濃度PCB廃棄物は，廃棄
物処理法やPCB特別措置法
において，廃棄物処理法に
基づく必要な許可を受ける
ことで，高濃度ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の処分を行
うことを認めており，現
在，当該者以外に高濃度
PCB廃棄物処理を行うこと
のできる業者は存在しない
ため。（会計法第２９条の
３第４項，予決令第１０２
条の４第３号及び国の物品
等又は特定役務の調達手続
きの特例を定める政令第１
３条第１項第１号）

22,527,590 22,527,590 100.0% -

祭器（土器）の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月1日
とこなめ焼協同組合
愛知県常滑市栄町３－８

1180005011858

事業協同組合の保護育成の
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第１８号）

2,369,088 2,369,088 100.0% -

祭器（土器）の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月1日
とこなめ焼協同組合
愛知県常滑市栄町３－８

1180005011858

事業協同組合の保護育成の
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第１８号）

3,579,606 3,579,606 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

普通乗用自動車の修理
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月1日
トヨタ自動車株式会社
東京都文京区後楽１－４－１
８

1180301018771

当庁の仕様に基づく特別架
装を施した皇室用の車両
は，同社のみが製造，直接
販売を行っているため。
（会計法第２９条の３第４
項）

3,276,701 3,276,701 100.0%

正倉院宝物伎楽面修理（彩色剥
落止め工程）

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年7月1日

株式会社岡墨光堂
京都府京都市中京区富小路通
三条上る福長町１１３・１１
５・１１７・１１８番合地

7130001020168

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 6,050,000 - -

磁器金彩絵皿ほかの購入
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月2日
株式会社大倉陶園
神奈川県横浜市戸塚区秋葉町
２０

3020001007196

皇室において外国元首等へ
の御贈進のために用いる報
償品（美術工芸品）であ
り，代替性がないものであ
るため。
（会計法２９条の３第4
項）

3,184,596 3,184,596 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月12日

東武トップツアーズ株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５
－２５　西新宿プライムスク
エア１６階

4013201004021

秋篠宮皇嗣同妃両殿下の鹿
児島県･佐賀県お成りに際
し,御利用の航空券の発券
を依頼するに当たり，信頼
のおける旅行会社を選定す
る必要があり，同社は，過
去に同様の事例を滞りなく
処理しているため。
（会計法第２９条の３第４
項）

867,630 867,630 100.0% -

儀式用具類の搬入，組立て，解
体，運搬業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月16日
株式会社三越伊勢丹
東京都新宿区新宿３－１４－
１

4011101059648

当該者は，本業務の対象と
なる儀式用具を過去に解
体・組立を行なった実績を
有し，本業務を適切に実施
することができる唯一の業
者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

181,280,000 181,280,000 100.0% -

普通乗用自動車の改造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月19日

東日本三菱自動車販売株式会
社
東京都目黒区鷹番１丁目４番
７号

2013201006713

当庁の仕様に基づく本改造
において，同社は，車両に
関する全てのメンテナンス
等を請け負っている者で有
り，同社のみが，当該車両
を改造できる唯一の業者で
あるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,836,000 1,836,000 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月22日
東日本旅客鉄道株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目２
番２号

9011001029597

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

819,500 819,500 100.0% -

普通乗用自動車の交換購入
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月25日
トヨタ自動車株式会社
東京都文京区後楽１－４－１
８

1180301018771

当庁の仕様に基づく特別架
装を施した皇室用の車両
は，同社のみが製造，直接
販売を行っているため。
（会計法第２９条の３第４
項，特定調達契約に該当）

56,517,002 56,280,203 99.6% -

カラー写真用自動現像装置の定
期点検

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年7月30日

Ｎ＆Ｆテクノサービス株式会
社
東京都調布市柴崎１－６７－
１

5010701016140

製造元の保守部門を引き継
いでいる同者以外に保守点
検をさせた場合，機器に著
しい支障が生じる恐れがあ
るため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,500,150 1,500,150 100.0% -

儀式用装束の製造
支出負担行為担当官代理
宮内庁長官官房主計課長補佐　大関　伸一
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月1日
高田装束株式会社
東京都中央区銀座８－１４－
９

3010001049421

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

14,960,000 14,960,000 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月5日

東武トップツアーズ株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５
－２５　西新宿プライムスク
エア１６階

4013201004021

本件皇族御旅行（非公式）
については，関係者が皇族
殿下を始めとする御一行の
旅行諸手配を同社に一括依
頼しており，当庁から随従
する職員の航空機座席等に
ついても，常にお側にお仕
えするために必要な座席等
の確保ができるのは同社の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,865,920 2,865,920 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

御帳ほかの洗浄等業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月6日
株式会社龍村美術織物
東京都中央区京橋２－８－１

9130001021544

当該者は，本業務の対象と
なる御帳ほかを過去に製
造・装飾した実績を有し，
本業務を適切に実施するこ
とができる唯一の業者であ
るため。
（会計法第２９条の３第４
項）

8,149,900 8,149,900 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月9日
東日本旅客鉄道株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目２
番２号

9011001029597

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

819,500 819,500 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月9日

東武トップツアーズ株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５
－２５　西新宿プライムスク
エア１６階

4013201004021

本件皇族御旅行（非公式）
については，関係者が皇族
殿下を始めとする御一行の
旅行諸手配を同社に一括依
頼しており，当庁から随従
する職員の航空機座席等に
ついても，常にお側にお仕
えするために必要な座席等
の確保ができるのは同社の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,861,674 2,861,674 100.0% -

剣璽案用上敷ほかの製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月14日
株式会社龍村美術織物
東京都中央区京橋２－８－１

9130001021544

当該者は，本業務の対象と
なる剣璽案用上敷きほかを
過去に製造した実績を有
し，また，特殊な技術・技
法を持った技術者を擁して
いる唯一の業者であること
から，本業務を適切に実施
することができる唯一の業
者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

8,897,900 8,897,900 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月19日
東日本旅客鉄道株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目２
番２号

9011001029597

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

819,500 819,500 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

上皇上皇后両陛下の行幸啓に係
る宿泊室の賃貸等

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月19日
株式会社中沢ヴィレッジ
群馬県吾妻郡草津町大字草津
６１８番地

5070001026371

上皇上皇后両陛下の行幸啓
に当たり，両陛下の御宿泊
所は前後の御日程を勘案
し，行幸啓先都道府県の推
薦に基づいて決定されるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,101,000 1,101,000 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月20日

株式会社ＪＴＢ虎ノ門第一事
業部
東京都千代田区霞が関３－２
－５霞が関ビルディング１２
階

8010701012863

本件皇族御訪問について
は,御日程確定後,緊急に座
席の確保をする必要がある
ため。
（会計法第２９条の３第４
項）

18,379,370 18,379,370 100.0% -

宮内庁共通基盤システムの整
備・保守及び宮内庁ＮＷＳの運
用管理業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年8月21日

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社
東京都千代田区大手町二丁目
３番１号

7010001064648

入札を実施したが，落札者
となるべき者がいなかった
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条の２)

381,216,000 380,703,840 99.9% -

麁服の購入
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月4日
三木　信夫
徳島県美馬市木屋平字貢１４
３

-

原料の栽培から紡績，織製
まで特別な技術を要して作
られるものであり，製造可
能な唯一の者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,980,000 1,980,000 100.0% -

室料
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月6日

国立大学法人東京大学
代理　東京大学医学部附属病
院
東京都文京区本郷７－３－１

5010005007398

上皇后陛下の御病気御治療
に伴う御入院により，側近
奉仕用としてお側近くに職
員の部屋を借り上げたも
の。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,451,002 1,451,002 100.0% -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月11日
東日本旅客鉄道株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目２
番２号

9011001029597

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

1,784,160 1,784,160 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月11日
東日本旅客鉄道株式会社
東京都渋谷区代々木２丁目２
番２号

9011001029597

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

1,441,440 1,441,440 100.0% -

斎田抜穂の儀に伴う施設取設及
び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月18日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番
２号

7010401088742

本業務は，限られた期間で
斎場等施設の設営を行う業
務であり，競争に付す時間
的余裕がなく，儀式を滞り
なく遂行させるために過去
の経験を特に必要とする。
　株式会社大林組は，平成
２年に「斎田抜穂の儀」及
び「斎田抜穂前一日大祓」
の斎場等施設の設営業務の
経験から，この限られた期
間内に業務を確実に完成さ
せられる実力を有している
ため。
（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の
４第３号）

52,173,000 51,799,000 99.3% -

葡萄酒の購入
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月20日
株式会社明治屋
東京都中央区京橋２―２―８

6020001029171

当該者以外に履行可能な者
の有無を確認するため公募
を実施したところ，応募者
がいなかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 6,346,000 - -

中形菊焼残月の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年9月20日
株式会社虎屋
東京都港区赤坂４―９―２２

2010401020081

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 8,969,400 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額）

御挿華及び州濱の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月1日
前田　宏智
東京都江東区越中島１－３－
１６－９１３

-

手作業で作られる純銀製の
ものであり，細部にわたっ
て芸術性高く具現化するこ
とができる唯一の者である
ため。
（会計法第２９条の３第４
項）

10,018,800 10,018,800 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

「饗宴の儀」及び「大饗の儀」
に伴う舞楽台等布施及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月10日
株式会社井手口
東京都中央区入船３－１０－
９　新富町ビル７階

9010001037263

当該者は，楽部の雅楽演奏
会を始め宮中茶会の際に舞
楽台等の設置等に従事した
実績を有しており，本業務
を確実に履行しうる実績及
び技術力等を有する唯一の
業者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,341,900 2,341,900 100.0% -

宮内庁庁舎ボイラーほか基本調
査

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月15日
株式会社相和技術研究所
東京都品川区上大崎２丁目１
８番１号

2010701022827

入札を実施したが，落札者
となるべき者がいなかった
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条の２)

6,963,000 6,930,000 99.5% -

大嘗宮一般参観に伴う天幕その
他布設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年10月30日
株式会社ムラヤマ
東京都江東区豊洲３丁目２番
２４号

5010001007765

「大嘗宮一般参観」は，１
０月２日の大礼委員会にて
実施及び詳細が決定し，本
業務の布設準備期間を確保
するため，１０月末までの
短期間の間に本業務の契約
を締結する必要があるた
め。
（会計法第２９条の３第４
項及び予決令第１０２条の
４第３号）

3,333,000 3,300,000 99.0% -

高御座・御帳台御帳ほかの製造
分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長　詫間　直樹
京都府京都市上京区京都御苑３

令和元年10月31日

株式会社龍村美術織物
京都府京都市右京区西院平町
２５番地ライフプラザ西大路
四条

9130001021544

当該者以外の履行可能な者
の有無を確認する公募を実
施したところ，応募者がい
なかったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

   40,700,000    39,930,000 98.1% -

貸切バスの運行請負業務
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月12日
ヤサカ観光興業株式会社
東京都北区豊島４丁目１番１
号

3011801012650

大嘗宮の儀の進行に支障が
ない最低限のバスの運行台
数を運行することができ，
かつ，バス間の連携が円滑
で一貫性のある運行ができ
る事業者は同社のみである
ため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 3,865,400 - -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

新年，天皇誕生日一般参賀につ
き風防室布設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月13日

株式会社LIXILリニューアル関
東支店
東京都台東区東上野６－９－
３

8011801024798

当該者は，本業務の布設対
象となるサッシを製造した
メーカーであり，風防室の
構造，組立方法，取扱い方
法，現場状況等を十分熟知
し，本業務を安全かつ確実
に実施することのできる唯
一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 5,940,000 - -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月14日

東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅１
－１－４ＪＲセントラルタ
ワーズ

3180001031569

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

3,949,440 3,949,440 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月14日
近畿日本鉄道株式会社
大阪府大阪市天王寺区上本町
６－１－５５

5120001183629

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

814,500 814,500 100.0% -

天皇皇后両陛下の行幸啓に係る
宿泊室の賃貸等

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月14日
一般財団法人伊勢神宮崇敬会
三重県伊勢市宇治中之切町１
５２

1190005004670

天皇皇后両陛下の行幸啓に
当たり，専門的な知識，技
能を有する供奉員の宿泊施
設として，伊勢神宮に隣接
する宿泊施設である同法人
と契約することが最も適当
であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,250,700 1,250,700 100.0% -

天皇皇后両陛下の行幸啓に係る
宿泊室の賃貸等

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月14日
株式会社共立メンテナンス
東京都千代田区外神田２丁目
１８番８号

1010001014427

天皇皇后両陛下の行幸啓に
当たり，供奉員宿泊施設と
して，両陛下の御宿泊所に
至近の宿泊施設である同社
と契約することが最も適当
であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

2,170,000 2,170,000 100.0% -

列車座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月18日

東海旅客鉄道株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅１
－１－４ＪＲセントラルタ
ワーズ

3180001031569

御利用区間で鉄道を運行す
る会社は同社以外にないた
め。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条第８号）

5,026,560 5,026,560 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

新年・天皇誕生日一般参賀につ
き天幕その他布設及び撤去

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月28日
株式会社廣目屋
東京都中央区銀座１－６－１

5010001054923

入札を実施したが，落札者
となるべき者がいなかった
ため。
（会計法第２９条の３第５
項，予算決算及び会計令第
９９条の２)

（非公表） 36,960,000 - -

皇后陛下御誕生日酒饌料理の製
造

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年11月28日
株式会社紀文食品
東京都中央区銀座５丁目１５
番１号

4010001041880

本業務は，皇后陛下御誕生
日の祝宴にお出しする宮中
の伝統的な祝宴料理の製造
を行うものである。祝宴料
理は，当庁の指示の下，当
該者とその関係者の間の長
期的な協力関係により研
究・工夫が加えられてきた
ものであることから，祝宴
料理を確実に製造できる業
者は同社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 2,577,520 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月6日

東武トップツアーズ株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５
－２５　西新宿プライムスク
エア１６階

8010701012863

秋篠宮皇嗣同妃両殿下の沖
縄県お成りに際し,御利用
の航空券の発券を依頼する
に当たり，信頼のおける旅
行会社を選定する必要があ
り，同社は，過去に同様の
事例を滞りなく処理してい
るため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,009,980 1,009,980 100.0% -

新年祝宴料理の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月17日
株式会社紀文食品
東京都中央区銀座５丁目１５
番１号

4010001041880 

本業務は新年祝賀の儀に参
列した者に供する宮中の伝
統的な祝宴料理の製造を行
うものである。祝宴料理
は，当庁の指示の下，当該
者とその関係者の間の長期
的な協力関係により研究・
工夫が加えられてきたもの
であることから，祝宴料理
を確実に製造できる業者は
同社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 11,686,950 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額

航空機借上げ
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和元年12月23日
全日本空輸株式会社
東京都中央区日本橋２－１４
－１

1010401099027

天皇皇后両陛下の行幸啓に
当たり，御利用区間で支障
なく航空機を運行すること
ができる会社は同社以外に
ないため。
（予算決算及び会計令第９
９条第８号）

（非公表） 3,598,266 - -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

御翳代御簾及び御簾の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月10日
渡邉　辰雄
江戸川区春江町２－９－１０

-

必要とする製造技法は渡邉
みすやのみ保持しているも
のであり，競争を許さない
ため。
（会計法第２９条の３第４
項）

4,687,100 4,687,100 100.0% -

航空機座席借上
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年1月21日

東武トップツアーズ株式会社
東京都新宿区西新宿７丁目５
－２５　西新宿プライムスク
エア１６階

4013201004021

本件皇族御旅行（非公式）
については，関係者が皇族
殿下を始めとする御一行の
旅行諸手配を同社に一括依
頼しており，当庁から随従
する職員の航空機座席等に
ついても，常にお側にお仕
えするために必要な座席等
の確保ができるのは同社の
みであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

1,415,740 1,415,740 100.0% -

天皇誕生日祝宴料理及び祝宴箱
詰料理の製造

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年2月7日
株式会社紀文食品
東京都中央区銀座５丁目１５
番１号

4010001041880 

本業務は天皇陛下誕生日宴
会の儀にお出しする宮中の
伝統的な祝宴料理の製造を
行うものである。祝宴料理
は，当庁の指示の下，当該
者とその関係者の間の長期
的な協力関係により研究・
工夫が加えられてきたもの
であることから，祝宴料理
を確実に製造できる業者は
同社のみであるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 13,777,500 - -

単価契約
（契約金
額は予定
総額

御支度品の製造
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年2月27日 （非公表） （非公表）

皇室において公的行事等で
御使用になる適当なもの
が，契約の相手方で見つ
かったため。
（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） （非公表） - -

（１）「古今和謌集」１帖
（２）「後崇光院（伏見宮貞成
親王）秘曲等伝授状」１幅

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年3月23日
株式会社思文閣出版
京都府京都市左京区田中関田
町２番地の７

3130001006567 

本邦に１点しか存在しない
古書籍であるため。
（会計法第２９条の３第４
項）

6,000,000 6,000,000 100.0% -



物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称

及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及
び住所

法人番号
随意契約によることとした会
計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職の
役員の数

備考

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公益法人の場合

様式２－４

葡萄酒の購入
支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長　中山　隆介
東京都千代田区千代田１－１

令和2年3月25日
株式会社明治屋
東京都中央区京橋２―２―８

6020001029171

大正１３年に製造社と代理
店契約をし，その後，製造
社の株式を買収し商標権及
び営業権を取得している者
である。このことから，製
造にかかる生産時期及び銘
柄が同一である葡萄酒を，
一度に当庁が求める相当数
を納入できる者は同社のみ
であるため。
(会計法第２９条の３第４
項)

（非公表） 5,757,000 - -

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。


